
２７川情個第７号  

平成２７年４月１４日

 川崎市長 福 田 紀 彦  様 

川崎市情報公開・個人情報保護審査会    

会 長  人 見  剛    

  保有個人情報開示請求に対する一部承諾処分に係る異議申立てについて（答申） 

平成２６年７月４日付け２６川区高第２８３号で諮問のありました、保有個人情報

開示請求に対する一部承諾処分に係る異議申立ての件について、次のとおり答申しま
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【諮問（個人）第１５８号】 

１ 審査会の結論 

実施機関川崎市長が行った異議申立人の保有個人情報開示請求に対する一部承諾

処分は、妥当である。 

２ 開示請求内容及び異議申立ての経緯 

（１）異議申立人は、平成２６年５月２日付けで、川崎市個人情報保護条例（昭和

６０年川崎市条例第２６号。以下「条例」という。）第２６条第１項の規定に

より、実施機関川崎市長（以下「実施機関」という。）に対して、「川崎区役

所保健福祉センター障害者支援担当が保有している異議申立人の平成２２年１

０月分までの情報の全て」の保有個人情報の開示請求（以下「本件請求」とい

う。）を行った。 

（２）実施機関は、本件請求に対し、対象公文書を「ケース記録及び一般精神保健相

談記録（以下「本件対象公文書」という。）」と特定し、平成２６年５月１６日

付けで、本件対象公文書の次の部分を不開示とする一部承諾処分（以下「本件処

分」という。）を行った。 

ア ケース記録については、条例第１７条第１号に基づく本人の評価に関する情

報（診断名等）、同条第３号に基づく本人以外の個人に関する情報（相談者や

医師等の氏名、印影等）及び同条第６号に基づく事務又は事業に関する情報

（地方公共団体が行う事業に関する情報） 

イ 一般精神保健相談記録については、条例第１７条第１号に基づく本人の評価

に関する情報（診断名等）及び同条第３号に基づく本人以外の個人に関する情

報（相談者や医師等の氏名、印影等） 

(３) 異議申立人は、平成２６年６月１１日付けで、本件処分の取消しを求めて異議

申立てを行った（当審査会諮問（個人）第１５８号事件）。 

３ 異議申立人の主張要旨 

平成２６年６月１１日付け異議申立書、同年９月６日付け及び１１月５日に提

出された意見書、同年１１月５日及び１１月７日の提出資料並びに同年１１月７

日に実施した口頭意見陳述によれば、異議申立人の主張の要旨は、次のとおりで

ある。 

（１）実施機関に対する相談は、異議申立人自らが行ったものではなく同人の夫が

行ったものであることから、異議申立人と実施機関との間に相談関係はなく、

信頼関係もないため、開示しても今後の異議申立人との相談関係や信頼関係が

損なわれることはない。また、医療保護入院は終わっているため、今後の生活

指導に害を及ぼすおそれもない。 

（２）医療保護入院については、異議申立人と面識や信頼関係のない医師が、通院

中の病院から情報を得ることもなく、異議申立人以外の第三者から得た情報で

診断したものであり、この医療保護入院が適切であったか判断するために本件
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対象公文書を開示するべきである。 

（３）実施機関への相談は夫が行ったことを知っており、また診察を行った医師の

氏名も既に知っているので開示すべきである。 

（４）情報を開示すると異議申立人以外の個人の権利利益を害するとして不開示とし

ているが、開示されなければ異議申立人になされた医療保護入院が正当であった

のかが判断できず、異議申立人の権利利益を害することになる。 

（５）平成２２年６月２５日付けの一般精神保健相談票の相談内容には、同日に異議

申立人が実施機関に話した内容ではなく、同年同月７日に実施機関に問い合わせ

た際の記録がそのまま貼付されている。 

４ 実施機関の主張要旨 

平成２６年８月７日付け処分理由説明書及び同年１２月２日実施の口頭による処

分理由説明によれば、実施機関の主張の要旨は、次のとおりである。 

（１）実施機関における精神保健福祉業務は、厚生労働省の定めによる「保健所及び

市町村における精神保健福祉業務運営要領（以下「精神保健福祉業務運営要領」

という。）」に基づき運営されている。このうち「相談業務」は精神保健福祉業

務の主要な業務の一つとして位置付けられている。相談業務は、精神疾患や精神

保健福祉上何らかの問題や悩みを抱えている本人、親族、関係者等からの相談を

受け、その解決や改善を図っていくものであり、継続した取組が必要である。ま

た、継続した相談関係を築くには、相談者が安心、信頼して話ができるよう、そ

の相談内容や記録の秘密保持には十分な配慮がなされなければならない。相談内

容が相談者以外の第三者に漏れるような仕組であれば、安心して相談することが

できず、相談業務そのものが成立しなくなることが考えられる。 

（２）本件請求に係る異議申立人の情報については、そのほとんどが相談業務（以下

「本件相談業務」という。）に関する記録情報である。 

（３）本件対象公文書のうち診断名等については、条例第１７条第１号に基づく異議

申立人に係る評価、診断等に関する情報として不開示としたものである。 

ア 異議申立人は、同人と実施機関との間に相談関係はなく、信頼関係もないた

め、開示しても今後の異議申立人との相談関係や信頼関係が損なわれることは

ない。また、医療保護入院は終わっているため、今後の生活指導に害を及ぼす

おそれもないと主張しているが、入院治療が終了したからといって双方の相談

関係自体が終了するものではない。開示することで今後の本人との相談関係や

信頼関係が損なわれてしまう場合があることや、本人や関係者が事実を話さな

くなったり、逆に担当相談員の助言を聞かなくなるなど、結果的に問題の解決

につながらなくなり、相談業務そのものの遂行を難しくすることもあると考え

る。 

イ 異議申立人は、医療保護入院が適切であったかを判断するためにも開示すべ

きであると主張しているが、医療保護入院の決定は、受診した病院の医師が直

接診察した上で判断するものであり、相談記録等から入院の妥当性が判断され

るものではないと考える。 

（４）本件対象公文書のうち相談者や医師等の氏名及び印影等については、条例第１

７条第３号に基づく本人以外の個人に関する情報として不開示としたものである。 
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異議申立人は、相談者が夫であることや診察した医師の氏名を知っていること、

また、異議申立人以外の個人に関する情報が開示されなければ正当な判断ができ

ず異議申立人の権利利益を害すると主張するが、これらの情報は異議申立人の個

人情報であると同時に、第三者の個人情報にも当たる。これを開示してしまうと

第三者の相談内容の秘密保持が難しくなり、第三者の権利利益を害するおそれが

あると考える。 

（５）本件対象公文書のうち地方公共団体が行う事業に関する情報については、条例

第１７条第６号に基づく事務又は事業に関する情報として不開示としたものであ

る。 

実施機関において、各関係機関への連絡調整業務は、相談内容に係る問題の解

決や改善を図るために欠かせないものである。これらの情報が開示され秘密保持

が難しくなれば、相談者のみならず関係機関との信頼関係を構築及び維持するこ

とが難しくなり、結果的に相談や連絡行為自体ができなくなるなど業務の根幹を

揺るがすことにもつながりかねず、今後の業務遂行を著しく困難にすると考え、

不開示としたものである。 

（６）異議申立人による、「平成２２年６月２５日付けの一般精神保健相談票の相談

内容には、同日に異議申立人が実施機関に話した内容ではなく、同年同月７日に

実施機関に問い合わせた際の記録がそのまま貼付されている」との主張について

は、一般精神保健相談の担当医師に異議申立人の状況を伝えるため、同年同月７

日の記録をそのまま貼付したものである。 

５ 審査会の判断 

（１）異議申立ての対象処分 

実施機関は、別紙１「ケース記録」中、１（３）、７（３）、１０（２）、１

２（１）（３）、１３（１）及び１７、並びに別紙２「一般精神保健相談記録」

中、１（３）、２（１）（３）、３（１）（以下これらを「不開示情報Ａ」とい

う。）を条例第１７条第１号に該当するとして不開示とした。 

また、実施機関は、別紙１「ケース記録」中、１（１）（２）、２～６、７

（１）（２）、８、９、１０（１）（３）、１１、１２（２）（４）、１３

（２）、１５及び１６（１）、並びに別紙２「一般精神保健相談記録」中、１

（１）（２）、２（２）（４）、３（２）（以下これらを「不開示情報Ｂ」とい

う。）を同条第３号に該当するとして不開示とした。 

さらに、実施機関は、別紙１「ケース記録」中１６（２）（以下「不開示情報

Ｃ」という。）を同条第６号に該当するとし、同記録中１４（以下「不開示情報

Ｄ」という。）を同条第３号及び同条第６号に該当するとして不開示とした。 

   これに対し、異議申立人は、いずれも開示すべきであるとして処分の取消しを

求めている。 

そこで、不開示情報ＡからＤに対する同条各号の該当性について、以下検討す

る。 

（２）不開示情報Ａの条例第１７条第１号該当性について 

   条例第１７条第１号は、開示請求に係る本人の評価、診断、判定、指導、相談、

選考等に関する情報（以下「本人の評価、診断等に関する情報」という。）であ
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って、開示請求者に知らせないことが正当と認められるものについて不開示情報

と定める。 

   そこで、不開示情報Ａに対する同条第１号の該当性について、以下検討する。 

  ア 本人の評価、診断等に関する情報の該当性 

    不開示情報Ａは、異議申立人に対する評価、診断に関する情報や同人の状態

についての第三者の意見が記録されている情報であることから、条例第１７条

第１号にいう本人の評価、診断等に関する情報に該当する。 

イ 開示請求者に知らせないことが正当と認められるか否かについて 

   開示請求者に知らせないことが正当と認められる場合とは、開示請求者に開

示することにより、事務の目的達成を著しく困難にする等のおそれがあるため、

比較衡量の結果、開示請求者に知らせないことが正当と認められる場合をいう。 

この点、異議申立人は、実施機関に相談を行っていたのは夫であって異議申

立人と実施機関との間には相談関係はなく、同人に対する医療保護入院（精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律第３３条に基づく入院）も終了しており、

開示しても相談関係等を損なわないと主張し、医療保護入院が適切であったか

を判断する資料として開示すべきであると主張する。 

   しかしながら、実施機関が行っている本件相談業務は、厚生労働省の定める

「精神保健福祉業務運営要領」に基づいて、精神疾患や精神保健福祉上何らか

の問題や悩みを抱えている本人、親族、関係者等からの相談を受け、その解決

や改善を図っていくものであって継続した取組が必要であるところ、継続した

相談関係を築くには、相談者が安心、信頼して話ができるよう、その相談内容

や記録の秘密保持には十分な配慮が必要である。特に、親族や関係者等の第三

者からの相談の場合、相談内容を相談対象者である本人に開示されるとなると、

今後、実施機関への相談を躊躇し、実施機関の本件相談業務に著しい支障が生

じることが考えられる。 

   加えて、医療保護入院は、精神保健指定医の診察及び保護者の同意を要件と

して、本人の同意なく入院させる措置であることから、入院の根拠となる情報

等を提供した親族、関係者等の第三者に対し、本人が遺恨を抱き無用な紛争が

生じることも考えられ、相談内容を相談対象者である本人に開示するとなると

第三者が安心、信頼して実施機関に相談できなくなるとともに、本人に対して

も、今後、適切な診断や治療等が行えなくなることが考えられる。 

    そうすると、本件の場合、仮に異議申立人自身は実施機関に相談を行ってい

ないとしても、同人について親族や関係者等の第三者からの相談があれば実施

機関の相談業務は存在し、異議申立人に対する医療保護入院が終了した後も、

相談業務は終了するものではなく、同人に対し相談内容を開示することは実施

機関の相談業務に著しい支障が生じると考えられる。 

なお、前述のとおり医療保護入院は、精神保健指定医の診察に基づいてなさ

れているのであって、相談記録等から入院の妥当性が判断されるものではない。 

  したがって、不開示情報Ａは、条例第１７条第１号の本人の評価、診断等に

関する情報であって、異議申立人に開示すると、実施機関の本件相談業務の目



5 

的達成を著しく困難にする等のおそれがあり、異議申立人に知らせないことが

正当と認められる。 

ウ 以上から、不開示情報Ａを不開示とした実施機関の処分は妥当である。 

（３）不開示情報Ｂの条例第１７条第３号該当性について 

   条例第１７条第３号は、本人以外の個人に関する情報であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により本人以外の特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と照合することにより、本人以外の特定の個人を識別

することができるものを含む）又は本人以外の特定の個人を識別することはでき

ないが、開示することにより、なお本人以外の個人の権利利益を害するおそれが

あるものを不開示情報と定める。 

   そこで、不開示情報Ｂに対する同条第３号の該当性について、以下検討する。 

  ア 本人以外の個人に関する情報の該当性 

    まず、不開示情報Ｂ中、別紙１の１（２）、７（１）、１０（３）、１２

（４）、１３（２）、１５及び１６（１）並びに別紙２の１（１）、２（４）

及び３（２）は、異議申立人以外の相談者の氏名及び連絡先や医師の氏名及び

印影等が記載されており、本人以外の個人に関する情報であって、本人以外の

特定の個人を識別することができるものに該当する。 

    次に、不開示情報Ｂ中、上記の他の部分には、異議申立人以外の第三者が相

談した日時や内容等が記録されており、本人以外の個人の行動に関する内容や

本人以外の個人が話した内容が記載されている。そうすると、同部分は、仮に

本人に関する情報が含まれているとしても本人以外の個人に関する情報でもあ

り、かつ、仮に異議申立人以外の特定の個人を識別することができる部分を除

いたとしても、開示することにより、第三者の相談内容の秘密保持が保てなく

なり、第三者の正当な権利利益を害するおそれがある情報と考えられる。 

    したがって、不開示情報Ｂは、条例第１７条第３号の本人以外の個人に関す

る情報であって、本人以外の特定の個人を識別できるもの又は識別できないと

しても開示することにより本人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるも

のに該当する。 

イ 条例第１７条第３号アからエの該当性について 

  なお、異議申立人は、実施機関に対する相談者が夫であること及び一般精神

保健相談の担当医師名を知っていると主張している。 

しかし、本件の場合、仮に異議申立人が上記を知ることができた事情があっ

たとしても、個別的な事情にとどまるのであって、法令の規定又は慣行として

異議申立人が知ることができる情報又は知ることが予定されている情報とはい

えず（なお、本件一般精神保健相談の担当医師は、異議申立人の医療保護入院

の診察をした精神保健指定医ではない。）、条例第１７条第３号アに該当しな

いと考えられる。 

また、本件一般精神保健相談の担当医師は、特別職の地方公務員としての身

分を持っていなかったのであり、同条第３号ウに該当しない。 

本件の場合、同条第３号イ（人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、
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開示することが必要であると認められる情報）、エ（指定管理業務従事者等に

関する情報）に該当する事情も存在しないと考えられる。 

ウ 以上から、不開示情報Ｂを不開示とした実施機関の処分は妥当である。 

（４）不開示情報Ｃの条例第１７条第６号該当性について 

   条例第１７条第６号は、市の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、

開示することにより当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるものを不開示情報と定める。 

   そこで、不開示情報Ｃに対する同条第６号の該当性について、以下検討する。 

  ア 市の機関が行う事務又は事業に関する情報の該当性 

不開示情報Ｃは、異議申立人についての本件相談業務における関係機関との

連絡内容が記載されていることから、市の機関が行う事務又は事業に関する情

報に該当する。 

  イ 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるのか否かについて 

    事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす場合とは、支障が実質的なもので

あって、そのおそれの程度も確率的な可能性があるだけでは足りず蓋然性があ

ることが必要である。 

   この点、実施機関が行っている本件相談業務は、精神疾患や精神保健福祉上

何らかの問題や悩みを抱えている本人、親族、関係者等からの相談を受け、そ

の解決や改善を図っていくものであって、そのためには実施機関と各関係機関

との連絡、調整も欠かせず、信頼関係を構築、維持することが必要である。そ

うすると、本件相談業務に関して実施機関と各関係機関との相談、連絡内容が、

相談対象者である本人に開示されるとなると、今後、実施機関と各関係機関と

の相談、連絡等が適切に行えなくなる蓋然性があると考えられる。特に、不開

示情報Ｃは、実施機関が異議申立人の医療保護入院先となりうる病院に宛てた

連絡内容が記載されており、医療保護入院が本人の同意なくしてなされること

からすると（なお、実際に異議申立人は同病院で医療保護入院となってい

る。）、同連絡内容が本人に開示されることによる支障は、実質的であってそ

のおそれの程度も蓋然性があると認められる。 

    したがって、不開示情報Ｃを開示した場合、本件相談業務の遂行に支障を及

ぼすおそれがあって、同情報は条例第１７条第６号に該当するといえる。 

ウ 以上から、不開示情報Ｃを不開示とした実施機関の処分は妥当である。 

（５）不開示情報Ｄの条例第１７条第３号及び同条第６号の該当性について 

   不開示情報Ｄは、異議申立人以外の第三者が相談した内容等の本人以外の個人

の行動に関する内容や本人以外の個人が話した内容が記載されているとともに、

本件相談業務における実施機関と関係機関との連絡内容が記載されている。 

   そうすると、前述と同様に、不開示情報Ｄは、条例第１７条第３号及び同条第

６号に該当する。 

   したがって、不開示情報Ｄを不開示とした実施機関の処分は妥当である。 

（６）結論 

以上から、不開示情報ＡからＤを不開示とした実施機関の処分は妥当である。 
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（７）なお、異議申立人による、「平成２２年６月２５日付けの一般精神保健相談票

の相談内容には、同日に異議申立人が実施機関に話した内容ではなく、同年同月

７日に実施機関に問い合わせた際の記録がそのまま貼付されている」との主張に

対し、実施機関もこれを認めている。この点、確かに実施機関の行為は、いささ

か労を惜しんだものと受け止められてもやむを得ない面もないではなく、相談内

容及び結果等を記載するなど文書の作成にさらなる工夫をすることが望まれる。 

 以上の理由により、前記１に記載の「審査会の結論」のとおり答申する。 

川崎市情報公開・個人情報保護審査会（五十音順） 

委 員  大 関 亮 子 

委 員  早 川 和 宏 

委 員  人 見  剛 

委 員  葭 葉 裕 子 



別紙１ ケース記録

条例第１７条
中該当号数

備考・本答申書
における分類

（１） 初回相談受付日 ３号 Ｂ

（２） 本人以外の個人の電話番号 ３号 Ｂ

（３） 診断名 １号 Ａ

2 ３枚目 本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

3 ４枚目 本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

4 ５枚目 本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

5 ６枚目 本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

6 ７枚目 本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

（１） 相談者氏名（続柄）、相談者の連絡先、担当医師氏名 ３号 Ｂ

（２）
実施年月日、予約時間、医療機関、相談内容、本
人の状況及び経過

３号 Ｂ

（３） 診断名、結果及び方針 １号 Ａ

8 ９枚目 本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

9 １０枚目 本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

（１） （１～１３行目）本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

（２） （１９～２０行目、２８行目）本人の評価に関する情報 １号 Ａ

（３） （３０行目）医師氏名 ３号 Ｂ

11 １２枚目 本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

（１） （３行目）本人の評価に関する情報 １号 Ａ

（２） （５行目）本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

（３） （１０～１１行目、１９行目）本人の評価に関する情報 １号 Ａ

（４） （２１行目）医師氏名 ３号 Ｂ

（１） 診断に関する情報 １号 Ａ

（２） 医師氏名、印影 ３号 Ｂ

14 １７枚目
本人以外の個人に関する情報及び地方公共団体
が行う事業に関する情報

３号
及び
６号

Ｄ

13

１枚目
相談記録基礎票

８枚目
一般精神保健相談票

１１枚目

１３枚目
一般精神保健相談票

１６枚目
紹介状

不　　　開　　　示　　　情　　　報番号

1

7

10

12

8



別紙１ ケース記録

条例第１７条
中該当号数

備考・本答申書
における分類

不　　　開　　　示　　　情　　　報番号

15
１８枚目
ＦＡＸ送信票

（１行目）病院の職員氏名及びその所属名 ３号 Ｂ

（１） （１行目）病院の職員氏名及びその所属名 ３号 Ｂ

（２） （４～６行目）地方公共団体が行う事業に関する情報 ６号 Ｃ

17 ２０枚目 （３行目、１６行目）本人の評価に関する情報 １号 Ａ

16
１９枚目
ＦＡＸ送信票

9



別紙２ 一般精神保健相談記録

条例第１７条
中該当号数

備考・本答申書
における分類

（１） 相談者氏名（続柄）、相談者の連絡先、担当医師氏名 ３号 Ｂ

（２）
実施年月日、予約時間、医療機関、相談内容、本
人の状況及び経過

３号 Ｂ

（３） 診断名、結果及び方針 １号 Ａ

（１） （３行目）本人の評価に関する情報 １号 Ａ

（２） （５行目）本人以外の個人に関する情報 ３号 Ｂ

（３） （１０～１１行目、１９行目）本人の評価に関する情報 １号 Ａ

（４） （２１行目）医師氏名 ３号 Ｂ

（１） 診断に関する情報 １号 Ａ

（２） 医師氏名、印影 ３号 Ｂ

５枚目
紹介状

2
２枚目
一般精神保健相談票

番号

1
１枚目
一般精神保健相談票

3

不　　　開　　　示　　　情　　　報
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